
[注記]
1）：医療法第六条の十二及び医療法施行規則第一条の十一第2項第三号ロによる。
2）：厚生労働省告示第43号（平成30年3月5日）参照。
3）：関連学会の留意事項として日本高気圧環境・潜水医学会制定の「高気圧酸素治療の安全基準」

（平成26年11月7日改定）参照。
4）：厚生労働省保健局医療課長通知 保医発0305第1号（平成30年3月5日）参照。
5）：医療法第六条の十二による。
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「高気圧酸素治療装置」は、医薬品医療機器法等により適切な保守点検の実施

が病院等の管理者に義務づけられています1）。

今回の診療報酬点数表の改定2）などにより、休止中の装置を再稼働する場合

には、必ず製造販売業者などが行う定期点検を受け、安全性と機能の確認をし

て、その結果により必要な措置を講じなければ使用することができません。

また、診療報酬点数表では「高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会よ

り留意事項3）が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである」

とされています4）。

さらに、装置を管理および操作する者は「安全を確保するための研修」の実施

が病院等の管理者に義務付けられています5）。

本学会としては1年以上、使用していない装置を「休止中の装置」と位置づけ、

治療再開に当たっては装置の定期点検を必須とし、 装置を管理および操作する

者は「安全を確保するための研修」の実施を要するものと致します。

これらの要件を満たさなければ、当該装置
による高気圧酸素治療はできません。
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